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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

口 径 別

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm以上

④ 組　織

住田町簡易水道事業経営戦略

事業の現況

策 定 日 ：

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

住田町

簡易水道事業

計 画 期 間 ：

10

料金は従量制となっている。料金体系は下記の料金表の通りである。

◆　水道料金＝基本料金+メーター使用料+水量料金
◆　別途消費税及び地方消費税が加算される

300円

360円

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

25,000円

１１㎥～２０㎥

１㎥につき１００円を加算

１㎥～１０㎥

１㎥につき４００円を加算

１０１㎥以上

～

管 路 延 長

197

供 用 開 始 年 月 日 昭和30年4月1日

水 源

別に町長が定める

770円

1，750円

水量料金

１㎥につき２００円を加算

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 1,967

10,000円

施 設 利 用 率 52.9

基本料金
（１か月につき）

メーター使用料

１㎥につき３００円を加算

２１㎥～１００㎥

500円

800円

1,500円

2,500円

5,000円

100円

180円

185円

計 画 給 水 人 口 3,860

現 在 給 水 人 口 3,032
法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（財務）
（令和２年４月地方公営企業法一部適用）

59.7

千ｍ

　

浄水場設置数

配水池設置数

4
施 設 数

㎥／日

【職員数】
上下水道担当は令和７年度現在３人で、業務は簡易水道事業、下水道事業、浄化槽事業等に兼務して従事している。職員給与の予算措置については、簡易水道事業会
計に１人、下水道事業会計に１人としている（主事・技師級）。

【事業運営組織】
平成１４年度に水道課を建設課へ統合し、建設課（水道係、下水道係）として運営。
平成２７年度に建設課水道係と下水道係を上下水道係に統合。
令和４年度に体制変更のため上下水道担当へ変更。

平成10年4月1日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



全体総括

12.49

　経常収支比率は、100％を超えているものの料金回収
率が100％を下回っている。これは給水収益以外の収入
に依存している状況であり、一般会計繰入金等に頼っ
ているためである。今後は人口減少により給水収益が
徐々に減少していくことが予想される。施設更新に伴
い、減価償却費等の費用が増加する見通しである。収
益の改善のため、令和７年度に料金改定について検討
し、令和８年度に水道審議会を実施する予定である。
　企業債残高対給水収益比率は、近年新たな企業債を
借入していなかったことから、企業債残高は減少して
いる。令和６年度より更新事業に伴う企業債の借入が
増えていくことから、同比率の上昇が見込まれる。
　流動比率は類似団体平均値よりも高い水準にあり、
今後の流動負債の増加に対して、一定程度の支払能力
は確保できているものと考えられる。
　給水原価については、有収水量が減ったものの経常
費用も減ったため、前年度よりも低くなった。また、
これに伴い、料金回収率は、前年度よりも高くなって
いる。しかしながら、今後も、供給単価と給水原価の
乖離幅を埋めていく必要がある。有収率に関しては、
依然全国、類似団体の平均以下の現状から、細かな漏
水調査や管路更新箇所の検討を行う必要がある。
　施設利用率は、50％前後を推移しているが、今後、
人口減少により一層低下していくことが懸念される。
浄水場等の統合は当町の地形的に困難なため各施設の
給水能力の妥当性を検討していく必要がある。

2. 老朽化の状況について

　法適用時点で、償却済みの固定資産も多いことか
ら、類似団体及び全国平均よりも減価償却率は低い数
値となっている。そのため、修繕費の増加が懸念さ
れ、経営の悪化も考えられる。
　耐用年数を過ぎている資産、特に、浄水場における
機械及び電気設備については順次更新していく必要が
ある。令和６年度に策定のアセットマネジメント計画
により、更新費用の全体像を把握し、経営状況を考慮
しつつ、老朽化した施設の更新を行うこととしてい
る。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

　給水人口の減少による給水収益の減は、事業運営の
大きな課題である。今後は、収益は減少傾向、費用は
上昇傾向の状況が続いていくものと考えられる。費用
の増加は、設備更新に伴う減価償却費の増加、人件費
や物価高騰による維持管理費等の上昇が主なものと見
込まれる。給水人口の減少は、一層の加速が懸念され
るため、収益の維持向上を目指して経営していく必要
がある。
　経営環境の悪化が見込まれる中でもサービスを継続
していくため、アセットマネジメント計画による計画
的な事業運営を目指す必要がある。
　また、人員確保が困難なところであるため、広域的
な人材確保の取組みやPPP等の活用について検討を進め
る。
　今後も、経営の安定化を目指した収入確保への取り
組み（令和７年度に料金改定を検討。令和８年度に水
道審議会を開催する予定）と費用削減の取り組み(共同
委託等）を実施していく。

242.75 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 83.29 65.42 3,960 3,032

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

4,681 334.84 13.98 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 簡易水道事業 C3 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
岩手県　住田町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 1.15 0.29 0.39 0.49 0.32

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 123.50 129.08 120.19 121.32 124.41

平均値 103.82 105.75 105.52 103.10 101.77

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 4.94 9.54 14.14 18.75 23.06

平均値 39.41 41.18 42.98 40.46 37.10

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 5.02 4.99 4.99 4.99 4.99

平均値 20.97 21.65 23.24 22.77 18.22

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 31.54 31.15 30.01 27.32 16.12

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 298.64 362.93 399.12 503.87 568.11

平均値 302.22 263.45 249.43 217.55 157.71

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 820.88 746.12 653.15 537.16 442.53

平均値 970.36 940.22 922.05 916.17 958.97

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 82.04 90.41 86.90 89.20 95.68

平均値 64.52 66.80 64.39 63.95 61.25

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 329.85 299.59 309.98 302.54 284.91

平均値 270.68 268.88 258.90 263.56 279.83

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 55.21 49.53 48.49 49.33 52.85

平均値 48.86 49.00 50.07 53.40 54.69

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 67.38 71.50 70.73 68.41 64.92

平均値 76.48 75.64 75.70 72.53 71.44

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】



（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策とし
ては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

これまでの主な経営健全化の取組

　アセットマネジメント（資産管理の実践活動）により、中長期の更新需要と必要財源の明確化に努めている。また、収益改善のため、令和９年度の料金改定に向けた検
討に取り組んでいる。

【民間活用の状況】
・　民間委託：簡易水道施設維持管理及び検針業務、漏水調査業務、自家用電気工作物保安管理業務、病原菌検査業務、水道水質検査業務を民間業者に委託してい
る。今後は委託内容を精査し、改善に努めていく。なお、現在のところ、施設統廃合の予定はない。
・　指定管理者制度：具体的な取組みはなく未検討
・　PFI/DBO：具体的な取組みはなく未検討

【資産活用の状況】
・　エネルギー利用（水力発電等）：該当なし
・　土地（未利用土地、施設の活用等）：該当なし

【施設統廃合、広域化】
・　施設統合：平成20年度に町内にあった５つの簡易水道事業を統廃合して、同年度に住田町簡易水道事業となった。
　　　　　　　　　その後、平成21年度から旧民営川口簡易水道及び旧町営世田米簡易水道を施設統合し、平成25年度に簡易水道料金の統一を行っている。
　　　　　　　　　現在のところ、今後の施設統廃合の予定はない。
・　広域化：岩手県水道基盤強化検討会・広域連携検討会等に参加し、広域化の方策について検討している。
　　　　　　　また、大船渡市及び陸前高田市との水質検査の共同発注によりコストの削減を図っている。その他の連携は可能性を検討している段階である。

　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）は次のとおり。経営及び施
設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や全国の類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行っている。

・　料金回収率（水道料金で回収すべき給水費用をどの程度料金で賄えているかを表す指標）は、平均値で95.68％となっており、改善の余地がある。
・　給水原価（水道水の供給に係るコストを表した指標）は、類似団体の平均値を上回る傾向となっている。
・　有形固定資産減価償却率（資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標）は、近年類似団体の平均値を下回っている。当該値は約23.1％となっているが、
徐々に上昇し本格的な更新時期の到来が見込まれる。
・　管渠老朽化率（法定耐用年数を超えた管渠延長の割合）は5.0であり、本格的な更新時期に至るのは先である。

　引き続き、分析結果等を踏まえながら経営の健全性・効率性への対応を検討する。

※　経営比較分析表は次ページ



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

組織の見通し

　現体制は、建設課上下水道担当で３人体制となっており、これ以上の人員削減を検討することは、現実的ではなく、最低限、現体制の維持が必要である。また、全国的
な状況と同様に技術職員の確保が難しい状況にあり、技術職員への業務負担が過多になる可能性がある。また、事務職員の公営企業会計の基礎知識習得が課題と
なっている。
　人材確保が難しい場合は、近隣事業体との連携、外部委託及び定型業務のシステムへの代替等による運営体制の維持が必要となってくる。

水需要の予測

　給水人口は、これまでの減少率を鑑みて前年度比△2.5％と想定すると、
令和17年度の給水人口は2,728 人となる見込みである。
　実際の人口の減少率は、推計以上に大きくなる可能性が高く、
予測した給水人口よりも減少することもあり得る。

料金収入の見通し

　本町の料金体系は従量制となっているため、給水箇所が増加
しても、個々の使用水量が少ないと、水道料金の単価が低い部
分での使用水量の増加となるため、思うような増収とはならない。
　給水人口及び水需要が減少傾向を示しているため、料金を
改定しない場合、令和17 年度の料金収入は53,767 千円となる
見込みである。
　収益改善に向けた料金改定の検討は必要と言える。

　「住田町地域水道ビジョン」に掲げる運営方針と同様に「サービス水準の向上と経営基盤の強化」、「計画的、効率的な整備と高水準化」に努めることを経営の基本方針
とする。給水人口及び水需要の減少する中で、水道料金の減収が予測されるが、安全で安定した水道水を供給し続けるため、次の３項目に重点を置き、経営改善を実
施していく。

①　 経営基盤の強化：事務事業の効率化、コスト削減により経営改善に努める。
②　 計画的な施設整備：効果的な施設整備となるよう老朽施設の耐用年数や劣化状況を把握し、財政状況を踏まえ計画的な更新を実施する。
③　 水道サービスの充実：多様化する住民ニーズへの迅速な対応、業務状況の情報公開により水道サービスの充実を図る。

給水人口の予測

　新たな民間アパート等の建設が増え、新たな需要の増加が
期待できる部分があるが、その増加数よりも、自然減等による
減少数の方が多く、水需要は期待するほど増加せず、減少の
傾向で推移していくと見込まれる。
　予測した給水人口に対して、現在と同様の水需要と予測すると
年間有収水量は、令和17年度に220,528 ㎥となる予測である。
　水道使用者の節水意識の高まりや、節水型給水装置の普及等
の影響も大きく、今後の水需要も、減少して行くものと考えられる。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【全体的な考え方】
　収支計画における財源は、料金収入、一般会計からの繰入金、企業債を主な財源として計上している。料金収入においては、行政人口の減少により、給水人口や水需
要も併せて減少していくことが予想され、年々減少していくものと考えられる。よって収入の維持を目指し、給水区域内の水道普及率向上、料金改定の検討が必要と
なってくる。一般会計からの繰入金は、国の繰出基準に基づいて算出した所要額（基準内繰入金）を財源として計上しているが、経常費用を削減してもなお料金収入で
費用を補えない場合は、基準外繰入金が財源として必要となる。企業債は、金利等の借入条件を考慮しながら、債務超過とならないように慎重に借入を進めていく。

【各項目の積算根拠】
（料金収入）料金収入は、実績をもとに減収割合を計算し想定見込み額を算出。その上で、R9、R12において改定による増収分を見込んだ額を計上。
　　　　　　　　（増収目標であり、改定率は確定ではない。）
（繰入金）総務省繰出基準をもとに算出した上で、所要額を計上。料金改定をもってもなお、収支が厳しい場合は基準外繰入金を計上している。
（企業債）建設改良費の財源として、新たな企業債の借入額を計上。基本的に建設改良費の全額を見込んでいる。

【その他】
　資産の有効活用による収益の確保等については、事業、資産規模から鑑み実施の予定はない。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙のとおり

目 標

【目標】現在稼働している水道施設の長寿命化を図るため、適切な時期に施設更新等を行い、施設修繕費用の削減を図る。
【目標指標】R17 有収率 70.0％（R６：64.72％）
R17 料金回収率 100.0％（R６：95.68％）

目 標

【目標】水需要の減少等により料金収入が毎年減収となり、企業債の元利償還金が減少する期間には一般会計繰入金も減少し、収
入総額が減少する傾向が予測されるが、適正に経営し収支の均衡を図る。
【目標指標】R17 経常収支比率 100％以上（R6：124.4％）

②　収支計画のうち財源についての説明

【全体的な考え方】
　浄水場内の電気及び機械設備は耐用年数を超過している施設が多く、老朽化が進み、修繕費が増加傾向にあることから、浄水場の電気設備機械設備を中心に優先
度、緊急度の高いものから施設投資を実施する。また、管路においても漏水による修繕が多く、有収率が類似団体よりも低いことから漏水が地域に絞って管路更新につ
いての投資を実施していく。また、施設更新により維持管理における修繕費を現状よりも削減することで、有収率を向上させ、経常費用を抑えて供給原価を類似団体平
均の水準とし、料金回収率の改善を図る。
　限られた予算規模の中で、適切な更新による事業運営の維持が求められる。

【各項目の積算根拠】
（建設改良費）アセットマネジメント基づく事業を実施する予定であるが、支出が過大となることが懸念されるため、50,000千円を限度として計上している。
　　　　　　　　　主な実施予定事業は以下のとおりである。限度額の中で効率的な更新を検討する必要がある。
　　　　　　　　　・　合地沢浄水場（ろ材更新、計測機器等）
　　　　　　　　　・　金沢浄水場（ろ材更新、計測機器、滅菌装置等）
　　　　　　　　　・　桧山浄水場（薬品注入設備、計測機器等）
　　　　　　　　　・　共通（減圧弁、中央監視室、耐震化）
（減価償却費）現在の施設における減価償却予定額に、新たに建設改良する事業分を加えて計上。
（企業債償還金）現行の償還計画に加えて、新たな企業債の借入分を計上。なお、新規借入額は事業費のほぼ全額を想定している。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

【全体的な考え方】
　本町の地形的条件等により、これ以上道施設・設備を統合することや施設・設備の合理化等は期待できないが、個々の施設にかかる経費や一般管理費削減に努める。

【各項目の積算根拠】
（職員給与費）職員の異動等もあり、配置職員により変動が大きいことから平均として30歳程度とした想定額を計上。上昇分は給与改定等による変動を考慮したもの。
（委託料）水道施設維持管理業務、検針業務、水質検査業務等を民間へ委託し、人件費等の削減を図っている。本町の事業規模が小さいため、包括的民間委託、指定
管理制度等を導入には課題がある。
（修繕費）施設の老朽化に伴い年々増加しているが、固定資産の耐用年数を超過している施設を順次更新していくことで修繕費の削減を図る。しかしながら、現状として
想定外の故障の発生も見込まれることから、実績に基づく計算及び上限目標により計上している。
（動力費）水道施設が今後増える計画はないが、電気料金等の価格上昇も見据えて毎年１％上昇する見込みで計上している。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　収支構造の適正化及び料金回収率の向上に向けた取組・ロードマップ

＜収支構造の適正化＞
　今後の見通しでは、料金改定を行わない場合、減収は著しく進んでいく見込みである。また、一般会計繰入金（基準内）についても減少傾向が予想され、経営状況は一
層厳しくなる。
　水道水を供給するための経費（公費負担分を除く）は料金で賄うことが原則であるが、すべてを料金収入で賄えていない状況である。現状、収入の大部分を一般会計
繰入金に頼っている状況である。現在の料金は平成10年以降改定されておらず（消費税のみの改定は除く）、収益構造の適正化のため、料金負担分及び公費負担分の
精査が必要である。料金及び一般会計繰入金の在り方を見直し、料金回収率の向上を図る。
　収入増加及び費用削減のための取組の両面で、経営努力を行うことが必要である。

＜経費回収率の向上に向けた取組・ロードマップ＞
　収支構造の適正化を図るための　具体的取組及び実施予定時期について、次のとおりとする。

【収入増加のための取組】
・　料金の検討・改定
　将来的な見通しを勘案したうえで、安定的な使用料収入を確保していくため、５年ごとに適正な料金水準を検討する。また、一般会計繰入金の精査を行い、公費負担
額の水準や在り方について検討する。
・　未接続世帯・未納（滞納）世帯への対策
　料金収入の減少要因を抑えるよう対策を講じていく。

【支出削減のための取組】
・　広域化・共同化等による経費削減
　効率的な事業運営や技術職員の減少問題に対応するために、実現の可能性について引き続き検討する。また、共同発注等による費用削減も取り組んでいく。
・　民間活力の活用
　官民連携（PPP/PFI）の活用の導入は、小規模な事業体でも導入検討を行うことが望ましいとされている。維持管理コストの縮減を図るべく、民間活用の可能性につ
いて検討を進める。
・　アセットマネジメント計画による効率的な水道施設管理、投資の合理化・平準化
　アセットマネジメント計画に基づき、長寿命化を含めた計画的な修繕・更新等を行う。また、定期的な事業計画の見直しにより、ライフサイクルコストの低減を図る。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

既に簡易水道事業を統合しており、今後の施設の統合等の予定はない。しかしながら、人口動向や水需要を勘案したダ
ウンサイジングの必要性は見込まれるため、より具体的な検討を進める。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

上記ダウンサイジングと同様

料 金

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 電力契約の精査や省エネルギー化による経費の削減を図る。また、クリーンエネルギーの導入（転換）可能性を模索する。

水道施設等更新に係る財源として企業債を借り入れるが、世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還による経営へ
の圧迫が生じないよう、計画的な起債に努める。

料金収入の減収に併せて、一般会計繰入金（基準内繰入）においても減少傾向が見込まれる中で、不足分をまかなうほ
か、今後の事業運営への備えのため、必要に応じて、これまでの水準を堅持する等の基準外繰入の取り扱いについて町
（一般会計）との調整を図りながら検討を進める。

維持管理費の削減が期待できる委託業務において共同発注委託等を検討していく。広 域 化

繰 入 金

事業規模が小さいため、現時点での導入については、未検討である。

アセットマネジメント計画をもとに、施設更新費用の平準化を図る。

３～５年の期間で経営状況を把握し、料金収入の推移や推計を基に経常費用を補う水準の財源確保を検討する。また、
経常費用を補うことができない場合、水道料金体系等の見直しを検討する必要がある。直近では令和８年度に料金改定
に係る審議会を実施する予定である。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

該当なし

そ の 他 の 取 組 国庫補助事業の活用や、交付金措置の有利な起債の借入など、適切な財源確保について検討する。

企 業 債

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

経営戦略策定

経営戦略期間

経営戦略見直し

料金見直し・検討

料金改定

一般会計繰入金の精査

支出削減の取組

料金回収率の目標（％） 95.7 96.0 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　毎年度、決算情報をもとに進捗管理（モニタリング）を行い、最低限５年ごとに見直し（ローリング）を行う。PDCAサイク
ルによる経営戦略の事後検証を行い、現状と合わない部分について経営戦略の改定（更新）を行っていく。
　その際、収支実績や投資・財政計画に係る目標指標の確認、分析を実施していく。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

簡易水道事業会計 （単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 68,652 70,024 68,604 67,288 78,638 77,121 75,635 74,178 72,750 85,062 83,416 81,804 80,224
(1) 65,573 67,147 65,804 64,488 75,838 74,321 72,835 71,378 69,950 82,262 80,616 79,004 77,424
(2) (B) 2,583 2,558 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
(3) 496 319 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

２． 86,702 84,798 79,779 61,457 54,427 49,623 53,648 58,579 63,909 56,324 60,411 63,381 64,727
(1) 34,215 32,707 30,723 22,359 16,251 12,748 17,419 22,611 28,121 20,536 24,678 28,363 31,495

34,215 32,707 30,723 22,359 16,251 12,748 5,419 4,611 5,121 5,536 6,678 10,363 13,495
12,000 18,000 23,000 15,000 18,000 18,000 18,000

(2) 52,484 51,872 48,956 38,998 38,076 36,775 36,129 35,868 35,688 35,688 35,633 34,918 33,132
(3) 3 219 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(C) 155,354 154,822 148,383 128,745 133,065 126,744 129,283 132,757 136,659 141,386 143,827 145,185 144,951
１． 118,952 117,440 115,903 117,828 118,855 119,357 121,615 124,629 127,968 131,259 134,051 134,955 133,705
(1) 4,642 5,586 5,801 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,369 6,369 6,369 6,369 6,369

2,608 3,103 3,053 3,232 3,232 3,232 3,232 3,232 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352

2,034 2,483 2,748 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 3,017 3,017 3,017 3,017 3,017
(2) 27,557 28,112 28,393 28,471 28,721 28,973 29,228 29,485 29,745 30,007 30,272 30,540 30,810

2,229 2,463 2,488 2,513 2,538 2,563 2,589 2,615 2,641 2,667 2,694 2,721 2,748
5,081 3,633 3,669 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

20,247 22,016 22,236 22,459 22,683 22,910 23,139 23,370 23,604 23,840 24,079 24,319 24,563
(3) 86,753 83,742 81,709 83,216 83,993 84,243 86,246 89,003 91,854 94,883 97,410 98,046 96,526

２． 9,105 7,003 5,590 4,826 5,197 5,952 6,918 7,821 8,573 9,174 9,624 9,942 10,154
(1) 9,105 7,003 5,590 4,826 5,197 5,952 6,918 7,821 8,573 9,174 9,624 9,942 10,154
(2)

(D) 128,057 124,443 121,493 122,654 124,052 125,309 128,533 132,450 136,541 140,433 143,675 144,897 143,859
(E) 27,297 30,379 26,890 6,091 9,013 1,435 750 307 119 952 152 288 1,092
(F) 2,095
(G)
(H) 2,095

29,392 30,379 26,890 6,091 9,013 1,435 750 307 119 952 152 288 1,092
(I) 58,968 88,360 118,739 145,629 151,720 160,733 162,168 162,918 163,225 163,344 164,296 164,448 164,737
(J) 391,271 413,036 388,719 399,007 416,310 451,660 491,105 533,145 576,145 619,077 663,531 708,325 750,620

2,938 2,791 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,501 2,502
(K) 77,653 72,704 71,880 71,620 69,180 67,990 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

61,307 49,676 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

9,559 16,104 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 66,069 67,466 66,104 64,788 76,138 74,621 73,135 71,678 70,250 82,562 80,916 79,304 77,724

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

R6
（決算）

営 業 収 益

R5
（決算）

R7 R12 R13 R14 R15R8 R9 R10 R11

補 助 金
他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

他会計補助金（基準外）

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

R16 R17

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

簡易水道事業会計 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 11,500 15,000 67,200 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２． 38,468 30,799 24,985 22,206 14,581 8,344 9,150 12,808 16,471 20,137 23,399 25,677 29,043

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 38,468 42,299 39,985 89,406 64,581 58,344 59,150 62,808 66,471 70,137 73,399 75,677 79,043

(B)

(C) 38,468 42,299 39,985 89,406 64,581 58,344 59,150 62,808 66,471 70,137 73,399 75,677 79,043

１． 6,050 26,603 15,209 67,556 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２． 80,941 66,587 54,956 49,689 34,182 19,027 19,072 23,596 29,518 35,448 40,570 43,722 49,051

３．

４．

５．

(D) 86,991 93,190 70,165 117,245 84,182 69,027 69,072 73,596 79,518 85,448 90,570 93,722 99,051

(E) 48,523 50,891 30,180 27,839 19,601 10,683 9,922 10,788 13,047 15,311 17,171 18,045 20,008

１． 47,973 48,473 29,180 26,839 18,601 9,683 8,922 9,788 12,047 14,311 16,171 17,044 19,006

２．

３．

４． 550 2,418 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,002

(F) 48,523 50,891 30,180 27,839 19,601 10,683 9,922 10,788 13,047 15,311 17,171 18,045 20,008

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

34,215 32,707 30,723 22,359 16,251 12,748 17,419 22,611 28,121 20,536 24,678 28,363 31,495

34,215 32,707 30,723 22,359 16,251 12,748 5,419 4,611 5,121 5,536 6,678 10,363 13,495

12,000 18,000 23,000 15,000 18,000 18,000 18,000

38,468 30,799 24,985 22,206 14,581 8,344 9,150 12,808 16,471 20,137 23,399 25,677 29,043

38,468 30,799 24,985 22,206 14,581 8,344 9,150 12,808 16,471 20,137 23,399 25,677 29,043

72,683 63,506 55,708 44,565 30,832 21,092 26,569 35,419 44,592 40,673 48,077 54,040 60,538

計

そ の 他

R12 R13 R14

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

R6
（決算）

R7 R8 R9 R10 R11

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R14

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

R8R7
R6

（決算）
R5

（決算）

R5
（決算）

R16 R17

R16 R17R15

R15

R9 R10 R11 R12 R13



布設年月日 昭 和 30 年 4 月 1 日

給水人口 3,032人

計算期間 自R８年４月 至R13年３月

（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

67,147 71,772 71,772

2,558 2,500 2,500

319 300 300

70,024 74,572 0 74,572

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

3,103 3,232 3,232

退 職 給 付 費 0

そ の 他 2,483 2,909 2,909

動 力 費 2,463 2,563 2,563

修 繕 費 3,633 3,500 3,500

材 料 費 0

そ の 他 22,016 22,912 22,912

83,742 85,340 7,393 77,947

117,440 120,456 7,393 113,063

7,003 6,143 3,460 2,683

0

7,003 6,143 3,460 2,683

124,443 126,599 10,853 115,746

料金算定期間（開始）
償却資産（期首残高）

料金算定期間（終了）
償却資産（期首残高）

料金算定期間
償却資産（平均残高）

資産維持費率

千円 千円 千円

1,449,976 1,224,331 1,337,154 3%

　　資産維持費＝料金算定期間の平均償却資産残高×資産維持費率 40,115

　　（営業及び営業外費用）+（資産維持費）　 155,861

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 46.05

＜料金水準についての説明＞
　簡易水道事業は、料金対象経費に対する料金収入の割合が50％弱となる見込みである。これは、増収見込分を加味した推測であるが、それでも
なお、料金でまかなうことが難しく、依然として厳しい状況が続くことが予想される。
　独立採算による経営の実現は難しいところであるが、少しでも近づけるように、料金や経費の見直しを行っていく必要がある。

小 計

合 計 (Y)

原価計算表

金　　　　　　　　額

小 計

経
　
費

収　　入　　の　　部

項 目

料 金 (X)

金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

項 目

営
業
費
用

人
　
件
　
費

給 料

減 価 償 却 費

営
業

外
費

用
支 払 利 息

そ の 他

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使
用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効
率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公益社団法
人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

資 産 維 持 費 （ Z ）


